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国内木質バイオマスのライフサイクルGHG確認方法

○ 国内木質バイオマスの由来に関する情報（「間伐材等由来木質バイオマス」「一般木質バイオマス」）については

、木質バイオマス証明ガイドラインに基づき、認定団体からの認定を受けた事業者（認定事業者）が、適切な分別管

理を行った上で、証明書の連鎖により発電事業者に伝達。

○ 国内木質バイオマスのGHG関連情報（輸送距離等の情報）についても、由来の情報と合わせて伝達することとする

（2022年度以降の認定かつ1,000kW以上の案件で、既定値を利用する場合）。また、各事業者がGHG関連情報を適切に

収集・管理・伝達できることについて、認定団体が審査・認定することとする。

○ 林野庁及び資源エネルギー庁は、事業者のGHG関連情報の収集・管理・伝達の実施状況について、現地調査等によ

り、実態把握する。

発電事業者
チップ製造
事業者

素材生産
事業者

木質バイオマス証明
GLに基づく認定団体

認定 認定

根拠書類

伐採届、森林経営
計画認定書、保安
林内立木伐採許可
決定通知書など

由来証明書

この物件は、間伐材
等由来の木質バイ
オマスであり、適切
に分別管理されてい
ることを証明します。

木質バイオマス証明
GLに基づく認定団体

間伐材 チップ

由来証明書

この物件は、間伐材
等由来の木質バイ
オマスであり、適切
に分別管理されてい
ることを証明します。
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＋GHG関連情報 ＋GHG関連情報

事業者は、GHG関連
情報を適切に収集・
管理・伝達する。

認定団体は、事業者がGHG関
連情報を正しく収集・管理・伝
達することができるか審査し、
認定する。



発電事業者
チップ製造
事業者

素材生産
事業者

バイオマス由来証明書

間伐材等由来の木質バイオマスです。

森林所在地、数量等の情報（7 t）

GHG関連情報
栽培/収集：林地残材等
原料輸送：10トン車以上、50km以下

木質バイオマスのGHGに関する情報の流れ（イメージ）【国産・チップ】
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【原料収集】 【原料輸送】

（10トン車以上、50km以下）

【チップ輸送】

（10トン車以上、20km以下）

【チップ加工】 【発電】

バイオマス由来証明書

間伐材等由来の木質バイオマスです。

数量等の情報（8 t）

GHG関連情報
使用原料の内容：
林地残材等（輸送10トン車以上、50km以下） 70%
林地残材等（輸送4トン車、30km以下） 30%
加工：チップ加工
チップ輸送 ：10トン車以上、20km以下

＜発電事業者によるGHG算定＞

バイオマス由来証明書

間伐材等由来の木質バイオマスです。

森林所在地、数量等の情報（3 t）

GHG関連情報
栽培/収集：林地残材等
原料輸送：4トン車以上、30km以下

素材生産
事業者

（4トン車以上、30km以下）

※素材生産事業者がチップ工場まで輸送する場合

※素材生産事業者がチップ工場まで輸送する場合



項目 内容

認定基準 ・分別管理（分別保管に必要な場所があること、分別管理の方法を定めていること）
・（国内木質バイオマスについての）GHG関連情報の管理等の方法を定めていること
・帳票管理（入出荷等の情報整理、関係書類の５年間保存）
・責任者の選任

認定審査（３年ごと） ・認定団体は、事業者から提出された申請書に基づき書類審査し、必要がある場合
は現地審査を実施する。ただし、GHG対応に係る初回の認定審査については現地
審査を実施する。

検査 ・認定団体は、認定事業者に対して、ガイドラインの運用状況について検査すること
ができる。ただし、GHG対応に係る認定を受けた事業者に対しては、毎年度書類検
査を実施する。

認定事業者の公表 ・認定団体は、認定事業者の名称、認定番号（GHG対応の認定を受けた事業者につ
いては、それが判別できる番号）、認定年月日、を団体HP等に公表。

認定事業者からの実績報告の
とりまとめ・公表

・認定団体は、認定事業者からの実績報告（GHG対応に係る実績を含む）をとりまと
めてその概要を公表。
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※下線部が現行のバイオマス証明ガイドラインからの追加事項（ライフサイクルGHG確認の適用対象となる発電施設（2022年度以降にFIT・FIP
認定を受けた1,000kW以上の発電案件）への燃料供給に関わる事業者を認定する際に適用される項目）

国内木質バイオマスのGHG確認に係る認定について

○ 認定団体は、事業者がGHG関連情報を正しく収集・管理・伝達することができるか審査し、認定する。

○ 認定した後も、検査や実績のとりまとめ・公表等により、ライフサイクルGHGの信頼性の確保を図る。

GHG対応の認定に係るバイオマス証明ガイドラインの改正点（下線部）


